
№ 質問者 担当課 整理番号 事業名 地区名等 質問事項 頁

1 森淳 委員 道路課 R3-1 道路改築事業
（県道改築事
業）

東北横浜線戸鎖
（六ケ所村）

〇当初から延長が４００ｍも長くなった理
由がわからない。

〇発注前に測量設計業務を出しているだろ
うから、道路構造令の縦断勾配は確保され
ているはずである。設計業務の成果品が妥
当でなかったということなのか。

1

2 森洋 委員 河川砂防課 R3-4 急傾斜地事業
（急傾斜地崩壊
対策事業）

川部区域
（青森市）

2

〃 〃 R3-5 急傾斜地事業
（急傾斜地対策
事業）

桜田1号区域
（七戸町）

3 〃 〃 R3-6 砂防事業
（通常砂防事
業）

小湯ノ沢川
（外ヶ浜町）

〇再評価時で、砂防堰堤形式の変更により
管理用道路を付加しているが、当初計画時
の砂防堰堤タイプが不透過型（クローズタ
イプ）であったためなのか。そうなると、
嵩上げ前の2号堰堤は不透過型であったた
め、嵩上げ部分を一部透過型（オープンタ
イプ）にしていると理解してよろしいか。

〇また、流路工の整備はどの様に計画され
ているかを教えてほしい。

9

4 渡辺　委員 道路課 R3-2 道路改築事業
（県道改築事
業）

青森五所川原線
飯詰
（五所川原市）

〇工期が極めて長くなっているのはなぜ
か。

〇また、再々評価時に平成35年終了予定の
ものを、令和8年度に変更するのはなぜか。

11

令和３年度再評価対象事業に関する質問事項及び回答

〇再評価時において、R3-4は現場吹付法枠
工法の一部をノンフレーム工法へ変更し、
R3-5はプレキャスト法枠工法から補強土植
生法枠工法へ変更しているが、当初計画時
では斜面勾配や植生状況、地質状況、斜面
崩壊状況、環境、景観等を考慮した基本
（概略）設計をどの程度まで考えていたの
かを教えてほしい。

〇また、4工法（プレキャスト法枠工法、現
場吹付法枠工法、補強土植生法枠工法、ノ
ンフレーム工法）における適応条件ならび
に施工金額を教えてほしい。

別紙２



№ 質問者 担当課 整理番号 事業名 地区名等 質問事項 頁

令和３年度再評価対象事業に関する質問事項及び回答

5 渡辺　委員 河川砂防課 R3-6 砂防事業
（通常砂防事
業）

小湯ノ沢川
（外ヶ浜町）

2(3)「費用対効果分析の要因変化」におい
て、再評価時の建設費が当初計画の3倍に
なっている。1「事業概要」の「主な内容」
では追加されたのは管理用道路(410m)のみ
である。工事費増加の理由を説明してほし
い。

12

6 大橋 委員 道路課 R3-1 道路改築事業
（県道改築事
業）

東北横浜線戸鎖
（六ケ所村）

事業目的で”歩道未整備区間”、”歩行者
の安全確保”が記載されている。ただし、
計画は現道とは別のバイパスとしての歩道
無しの道路整備である。バイパス整備によ
り、集落への通過交通が減少し、現道部分
の交通量は減少するが、歩行者環境が直接
改善されるわけではない（現道の交通状況
③の光景がなくなるわけではない）。した
がって、当該部分の記載方法を工夫するな
どが必要であろうと考えられる。

15

7 南 委員 道路課 R3-1 道路改築事業
（県道改築事
業）

東北横浜線戸鎖
（六ケ所村）

「2 評価指標及び項目別評価」、「(3)費用
対効果分析の要因変化」(2/3)、「便益項目
（B）」の「(1)走行時間短縮便益」が136百
万円増加となっている。400m延長して時間
が長くかかると予想されるが、1.5mの拡幅
等で最高速度が上がる？等、どのような要
因で便益が増加となるのか。

19

8 〃 河川砂防課 R3-3 河川事業
（広域河川改修
事業）

中村川
（鰺ケ沢町）

「2 評価指数及び項目別評価」、「(1)事業
の進捗状況」、「事業効果の発現状況」
(1/3)で、「近年の大雨においても浸水被害
が～」との記述がある。平成27年4月以降の
降雨状況、例えば時間雨量、降り始めから
の総降雨量等の記録はどうなっているか。
浸水時の記録のどの程度の降雨記録か。

20

9 〃 〃 R3-4 急傾斜地事業
（急傾斜地崩壊
対策事業）

川部区域
（青森市）

「2 評価指数及び項目別評価」、「(3)費用
対効果分析の要因変化(2/3)」、「便益項目
(B)」、「(1)人的被害」が、2,268百万円増
加している。人家戸数等が２戸増、間接被
害額の追加が要因となっているが、約20億
円増となる内訳はどのようなものか。（別
添）の資料p.1では人的被害2,454と数値の
記載のみで内訳が不明である。

21



№ 質問者 担当課 整理番号 事業名 地区名等 質問事項 頁

令和３年度再評価対象事業に関する質問事項及び回答

10 南 委員 河川砂防課 R3-6 砂防事業
（通常砂防事
業）

小湯ノ沢川
（外ヶ浜町）

〇（１）「第六次青森県環境計画」の
(2/3:p.3)、「環境配慮指針」の２つめ、
「造成などにより、大規模～」はチェック
不要に係らず、具体的な内容の欄には「地
盤調査により、地下水の保全に努める。」
と記載されている。多分、記述欄が一つ、
ずれているものと思われる。

〇（２）砂防堰堤には３種類（透過型、不
透過＋管理型、不透過＋非管理型）のタイ
プが有ったと思う。この砂防堰堤はどのタ
イプか。もし、管理型（発災後に土砂を取
り除いて次に備える）とするとその維持費
はどの程度と見込まれるのか。

24

11 樺 委員 企画調整課 R3-2 道路改築事業
（県道改築事
業）

青森五所川原線
飯詰
（五所川原市）

「２（３）費用対効果分析の要因変化」の
「再々評価時」という表現は「再評価時
（２回目）」とした方がわかりやすいと思
う。
「１　事業概要」の終了予定年度の「…
〈再々評価時　平成35年度〉」も同様であ
る。

30

12 〃 都市計画課 R3-7 街路事業
（道路改築事
業）

３・５・４号堤
町通り浜田線
（奥野）
（青森市）

当初計画時と再評価時の地域修正係数の変
化の要因について教えてほしい（実施要綱
P.10に４生活圏ごとの地域修正係数、同
P.15に地域修正係数の算出方法が掲載され
ているが、算出方法のもととなる物価水
準、家賃・地代水準が分からないので、な
ぜ地域修正係数が当初計画時より再評価時
より小さくなっているか判別できない）。

31

13 高松 委員 河川砂防課 R3-4 急傾斜地事業
（急傾斜地崩壊
対策事業）

川部区域
（青森市）

〇事業の進捗状況で、「市の財政状況によ
り事業期間が延長されたが、年次計画の通
り令和7年度に事業を完了できる」とは、計
画時が平成33年でそれが令和7年になったと
いう意味なのか。

〇費用対効果分析の計画時との比較で間接
被害額の増加により人的被害の項目が大幅
に増加しているが、その詳細を説明資料に
掲載していただきたい。直接被害と間接被
害の割合も知りたい。
（R3-5，R3-6も同様）

32



令和３年度第１回青森県公共事業再評価等審議委員会（書面会議） 

事前質問に対する回答票 
 

質問者 森 淳 委員（北里大学獣医学部 教授） 

番 号 R3-1 事 業 名 道路改築事業（県道改築事業） 

地区名等  東北横浜線戸鎖（六ケ所村） 

（質問等） 

当初から延長が４００ｍも長くなった理由がわからない。 

発注前に測量設計業務を出しているだろうから、道路構造令の縦断勾配は確保されてい

るはずである。設計業務の成果品が妥当でなかったということなのか。 

（回答：道路課） 

 

当初計画では概略設計の成果を使用し、急勾配区間の縦断勾配は規定値の6.0％として

おりました。 

事業採択後、用地調査を行った結果、所在不明者及び相続人追跡不可の用地買収困難箇

所があったこと、また、緊急輸送道路整備事業のため、物資を満載したトラックの登坂可

能勾配5.0％を満足する必要があったことから、予備設計段階においてルート修正を行い、

起点取付部において延長が400ｍ伸びたものです。 
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令和３年度第１回青森県公共事業再評価等審議委員会（書面会議） 

事前質問に対する回答票 
 

質問者 森 洋 委員（弘前大学 農学生命科学部 教授） 

番 号 
R3-4 

R3-5 
事 業 名 

急傾斜地事業（急傾斜地崩壊対策事業） 

急傾斜地事業（急傾斜地対策事業） 

地区名等 
 川部区域（青森市） 

 桜田1号区域（七戸町） 

（質問等） 

再評価時において、R3-4は現場吹付法枠工法の一部をノンフレーム工法へ変更し、R3-5

はプレキャスト法枠工法から補強土植生法枠工法へ変更しているが、当初計画時では斜面

勾配や植生状況、地質状況、斜面崩壊状況、環境、景観等を考慮した基本（概略）設計を

どの程度まで考えていたのかを教えてほしい。 

また、4工法（プレキャスト法枠工法、現場吹付法枠工法、補強土植生法枠工法、ノンフ

レーム工法）における適応条件ならびに施工金額を教えてほしい。 

（回答：河川砂防課） 

○R3-4【川部区域（青森市）】急傾斜地崩壊対策事業 

新規事業評価時点においては、斜面勾配、植生状況、地盤状況、崩壊状況を踏まえ、「新・

斜面崩壊防止工事の設計と実例」を参考に、全区間を現場吹付法枠工で計画しています。

工法変更については、詳細設計時に地質調査を実施した上で検討した結果、一部区間で

斜面崩壊の抑止を図るため、現場吹付法枠工に加えて、地山補強土工（ロックボルト）の

対策が必要となったが、一部住民から既存木の保全の要望があったことから、景観に配慮

するため、ノンフレーム工法を採用している。 

（当初全体）    （一部区間変更）          （一部区間変更） 

現場吹付法枠工 →  現場吹付法枠工＋ロックボルト → ノンフレーム工法 

 

○R3-5【桜田1号区域（七戸町）】急傾斜地対策事業 

新規事業評価時点においては、斜面勾配、植生状況、地盤状況、崩壊状況を踏まえ、「新・

斜面崩壊防止工事の設計と実例」を参考に対策工を決定している。対策工法は、砂質・粘

性土からなる表層土砂の滑落を想定し、構造物工のプレキャスト法枠工を全区間で計画し

ています。 

工法変更については、詳細設計時に地質調査結果から斜面の安定性評価を行い、表層滑

落に対応可能な構造物による法面保護工を採用するものとし、周辺景観にも配慮して全面

緑化が可能な補強土植生法枠工とした。 

（当初全体）      （全体変更） 

プレキャスト法枠工 →  補強土植生法枠工  

2



令和３年度第１回青森県公共事業再評価等審議委員会（書面会議） 

事前質問に対する回答票 
 

 
 
工法別適応条件及び施工金額 
R3-4 R3-5 工種 適応条件 金額 

(円/m2）

 ○ 1 プレキャスト法枠工 ・法勾配が 1：1.0 より緩い場合 

・原則として直高 5m 以下、超える場合は隔

壁設置 

10,000円

○ 

◎ 

 2 現場吹付法枠工 ・法勾配が 1：1.0 より急な場合 

・作業性がよく、高所、凹凸面でも施工性

に優れる 

14,000円

 ◎ 3 補強土植生法枠工 ・法勾配が 1：0.5～1：20 
・全面緑化が可能 

8,000円

◎  4 ノンフレーム工法 ・法勾配が最大 60～70 度 

・樹木の保全が可能 
26,000円

  5 現場吹付法枠工 

＋ロックボルト 
・工種 2 番と地山補強土工の併用 

(一部区間) ※工種 4 番と比較対象 

25,000円

※単価は、工法変更検討時の概算金額（直接工事費）。 
※当初（○）、変更（◎） 
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【添付資料】青森県急傾斜地対策技術指針（平成29年5月）
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添付資料
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令和３年度第１回青森県公共事業再評価等審議委員会（書面会議） 

事前質問に対する回答票 
 

質問者 森 洋 委員（弘前大学 農学生命科学部 教授） 

番 号 R3-6 事 業 名 砂防事業（通常砂防事業） 

地区名等  小湯ノ沢川（外ヶ浜町） 

（質問等） 

再評価時で、砂防堰堤形式の変更により管理用道路を付加しているが、当初計画時の砂

防堰堤タイプが不透過型（クローズタイプ）であったためなのか。そうなると、嵩上げ前

の2号堰堤は不透過型であったため、嵩上げ部分を一部透過型（オープンタイプ）にしてい

ると理解してよろしいか。 

 また、流路工の整備はどの様に計画されているかを教えてほしい。 

（回答：河川砂防課） 

 委員のご質問のとおり、当初、2号堰堤の形式は不透過型で計画しておりましたが、詳細

な現地調査の結果、透過型の採用が可能であったことから、嵩上げ部分を透過型とする計

画に変更したため、管理用道路が必要となったものです。 

 

 流路工につきましては、既に整備されており、現状でも現行基準を満足することから、

計画しておりません。 

 

9

【添付資料】小湯ノ沢川砂防事業　写真



小湯ノ沢川通常砂防事業
こ ゆ の さ わ が わ

【流路工（護岸工）の状況】

1号堰堤整備予定箇所

町道橋下流部

町道橋上流部

10

添付資料



令和３年度第１回青森県公共事業再評価等審議委員会（書面会議） 

事前質問に対する回答票 
 

質問者 渡辺 委員（函館工業高等専門学校 社会基盤工学科 教授） 

番 号 R3-2 事 業 名 道路改築事業（県道改築事業） 

地区名等  青森五所川原線 飯詰（五所川原市） 

（質問等） 

工期が極めて長くなっているのはなぜか。また、再々評価時に平成35年終了予定のもの

を、令和8年度に変更するのはなぜか。 

（回答：道路課） 

当該事業は交付金事業であることから、国に対して、毎年度、所要額を要望してきたと

ころですが、国からの交付金が低迷し、計画どおりに事業が進まず、事業期間が長期に渡

っているものです。 

また、事業の遅れにより、現計画どおりに事業を完了させることが厳しい状況となった

ことから、今回、令和8年度に事業期間を延伸するものです。 
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令和３年度第１回青森県公共事業再評価等審議委員会（書面会議） 

事前質問に対する回答票 
 

質問者 渡辺 委員（函館工業高等専門学校 社会基盤工学科 教授） 

番 号 R3-6 事 業 名 砂防事業（通常砂防事業） 

地区名等  小湯ノ沢川（外ヶ浜町） 

（質問等） 

2(3)「費用対効果分析の要因変化」において、再評価時の建設費が当初計画の3倍になっ

ている。1「事業概要」の「主な内容」では追加されたのは管理用道路(410m)のみである。

工事費増加の理由を説明してほしい。 

（回答：河川砂防課） 

事業費増加の要因として、1号堰堤についてですが、当初計画時は不透過型堰堤での計画

としていましたが、国指針の変更に伴う堰堤形式の見直しと現地調査の結果により、下流

側に透過型堰堤を配置する計画に変更しました。計画変更に伴い、堤高は低くなったもの

の堤長が伸びることとなりました。また、管理用道路設置のための堰堤袖部盛土の追加計

上が必要となったことから、事業費が増加することとなりました。 

2号堰堤については、現地調査の結果、捕捉すべき土砂量・流木量が多くなったことから、

当初計画時よりも堰堤や垂直壁等の規模が大きくなったため、事業費が増加することとな

りました。 

主要工種 

当初計画時 再評価時 

諸元 
事業費 
（千円）

諸元 
事業費 

（千円）

1 号堰堤 

砂防堰堤（新設） 
堤高 8.0m 
堤長 33.0m 

90,000 
堤高 5.5m 
堤長 42.5m 
鋼製部材 7.8t

100,000

（参考） 
コンクリート量 

1,260m3 － 930m3 － 

堰堤袖部盛土 
（管理用道路盛土） 
アンカー式 
空積ブロックを含む 

－ － 約 130m 100,000

2 号堰堤 
砂防堰堤（嵩上げ） 

堤高 11.0m 
堤長 53.0m 

95,000 
堤高 12.0m 
堤長 60.0m 

鋼製部材 12.5t
215,000

（参考） 
コンクリート量 

1,120m3 － 1,980m3 － 

管理用道路   － 410m 145,000
用地費 

調査費等 
  45,000  105,000

計   230,000  665,000
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【添付資料】当初計画時・再評価時の堰堤の比較
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・当初計画位置と現計画位置
・管理用道路設置のための堰堤袖部盛土箇所

堰堤袖部盛土区間 L=130m

【1号堰堤袖部盛土横断図】

アンカー式空積ブロック

当初計画位置

堰堤を下流へ配置

現地調査により土石流が
流下するおそれのある谷を
確認
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令和３年度第１回青森県公共事業再評価等審議委員会（書面会議） 

事前質問に対する回答票 
 

質問者 大橋 委員（弘前大学 人文社会科学部 教授） 

番 号 R3-1 事 業 名 道路改築事業（県道改築事業） 

地区名等  東北横浜線 戸鎖（六ケ所村） 

（質問等） 

事業目的で”歩道未整備区間”、”歩行者の安全確保”が記載されている。ただし、計

画は現道とは別のバイパスとしての歩道無しの道路整備である。バイパス整備により、集

落への通過交通が減少し、現道部分の交通量は減少するが、歩行者環境が直接改善される

わけではない（現道の交通状況③の光景がなくなるわけではない）。したがって、当該部

分の記載方法を工夫するなどが必要であろうと考えられる。 

（回答：道路課） 

下記の表現に変更しました。 

 

従前： 

「こうした現道状況を踏まえ、バイパス整備を行うことにより、通行車両及び歩行者の安

全確保を図るとともに、並行路線、接続路線と合わせた緊急輸送道路ネットワークの構築

を図るものである。」 

 

修正後： 

「こうした現道状況を踏まえ、バイパス整備を行い、通行車両の安全確保を図るとともに、

通過交通がバイパスに転換することで、現道における歩行者の安全確保を図るものであ

る。さらに、並行路線、接続路線と合わせて緊急輸送道路ネットワークの構築を図るもの

である。」 
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【添付資料】修正後の「公共事業再評価調書（Ｒ３－１）」



様式２（第３関係）

－ －

（ （ （ )

( )

○ ● ○ ●国 ％●県 ％○市町村 ％○その他 ％

( )

( 年 月 〈当初計画時

百万円

①　

( ) ( ) ( ) ( ) ②( ) ( ) ( )

③　 ⑤　

( ) ( ) ( ) ( ) ④( ) ( ) ⑥( )

・ ・

％ ％

（ ％） （ ％）

％ ％

％ ％

％ ％

その他

担当部課名 県土整備部 道路課

公共事業再評価調書
（１／３）

整理番号 R3－1

９６５１

Ｅ－ＭＡＩＬ doro ＠pref.aomori.lg.jp

電話番号 ０１７ ７３４

１　事業概要

事業種別 道路改築事業 事業主体 ● 県 ○

年） ○ 再評価後 年） ○

市町村 ○ その他

再評価実施要件 ○ 未着工 ● 長期継続 10

事 業 名 県道改築事業 地区名等
東北横浜線

戸鎖
市町村名 六ヶ所村

採択年度 平成 24 年度 用地着手 平成 27

事業方法 国庫補助 交付金 県単独 財源・負担区分

年度 ／ 工事着手 令和 元 年度

4357

3 工期変更 平成 33 年度〉)

事業目的

　主要地方道東北横浜線は、東北町字水喰地内から六ヶ所村を経由し横浜町字吹越地内へ至る３町村にまたがる地域
内交流に不可欠な生活道路としての機能を有するほか、緊急輸送道路としても位置づけられている重要路線である。
しかしながら、当該区間は、幅員狭小（最小幅員W=4.0m）、急勾配（最急勾配9.0％）、急カーブ（最小曲線半径
R=15m）であるほか、歩道未整備区間でもあるため、車両及び歩行者通行の安全性確保が問題となっている。こうした
現道状況を踏まえ、バイパス整備を行い、通行車両の安全確保を図るとともに、通過交通がバイパスに転換すること
で、現道における歩行者の安全確保を図るものである。さらに、並行路線、接続路線と合わせて緊急輸送道路ネット
ワークの構築を図るものである。

終了予定年度 令和 8 年度 令和 3

400 ｍ

計画幅員 6.0(12.5) ｍ 6.0(14.0) ｍ 0 ｍ

計画延長 2,200 ｍ 2,600 ｍ

ｍ

舗装工 15,600 ㎡ 23,400 ㎡ 7,800 ㎡

改良工 2,200 ｍ 2,600 ｍ 400

・現地測量の結果、縦断勾配を確保するため計画延長を400m延長した。
・堆雪幅を確保するため計画幅員を1.5m拡幅した。
・軟弱地盤対策工を追加した。
以上により、総事業費が増加している。

事 業 費

○当初計画時総事業費 900 （単位：百万円）

～H30年度 R1年度 R2年度

主な内容

区                 分 当初計画時 再評価時 増    減

R3年度 小　計 R4年度～ 合　　計

計　　　画 600 100 100 100 900 2,040

（うち用地費） 45 0 0 0 45 30 75

〈３年３月変更〉 　

実　　　績 353 36 50 100 539

1,140

1,501 2,040

（うち用地費） 23 19 0 3 45 30 75

［③／⑤］ 59.9 ［③／①］

（うち用地費） 60 ［④／⑥］ 100 ［④／②］

２　評価指標及び項目別評価

（１）　事業の進捗状況 Ａ Ｂ Ｃ

事業の進捗状況

計画全体に対する進捗 年次計画に対する進捗

事　業　費　割　合 26.4

主要工種
毎割合

（事業費）

改良工　（　 1,880百万円） 28.6 59.9

舗装工　（　   160百万円） 0 100

　　　　（　　　　百万円）

説    明

　全体延長L=2,600mのうち、人家連担部や土砂災害危険箇所を迂回する終点側L=1,100mをⅠ期工区として先行整備し
ている。

問題点・
解決見込み

　道路改築事業費の減少により終了予定年度を変更しているものの、今後の事業進捗における阻害要因はない。

事業効果
発現状況

　ー
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・ ・

・ ・

（２／３）

整理番号 R3－1

（２）　社会経済情勢の変化 Ａ Ｂ Ｃ

必 要 性

　当該路線は県管理道路であるため、県が事業主体となって整備する必要がある。当該工区は幅員狭小
（最小幅員W=4.0m）、急勾配（最急勾配9.0％）、線形不良（最小曲線半径R=15m）の隘路区間であること
から安全で円滑な車両走行に支障をきたしており対策が必要である。また、当該路線は、災害対策基本法
に基づく第2次緊急輸送道路にも位置づけられており、災害時において主要な防災拠点を連絡し地域内の
緊急輸送を担う道路であることからも早期整備が必要である。

a  ． b 

適 時 性

　当該工区周辺には石油備蓄基地や原子力サイクル施設が隣接しており、下北半島地域における緊急輸送
道路としての機能確保が重要な課題となっていることから、本路線全線における隘路区間の計画的な整備
を進め、道路規格の不連続性を早期に解消しなければならない。

a  ． b 

社
会
的
評
価

全国・本県に
おける評価

【全国の評価】 【県内の評価】

　平成27年9月に閣議決定された｢第4次社会資本整備重点
計画｣では、将来にわたって安全・安心で豊かな国民生活
と活力ある社会経済活動を可能とするために、選択と集中
の方針の下、道路の持つストック効果を最大限に発揮させ
るよう整備を進めるとともに、地域の災害等のリスクを低
減させるための道路整備を推進することが必要とされてい
る。

　自動車交通への依存度が高い本県では、道路整備に対す
る根強い要望がある。
　東日本大震災を契機として、これまで道路に必要とされ
てきた通行機能に加えて、災害発生時の防災機能（緊急物
資輸送や避難路等）確保の重要性が再認識されている。

当地区にお
ける評価

　六ヶ所村・六ヶ所村議会から道路利用者の安全確保のため、早期完成の要望書が出されている。

地 元 の
推進体制等

　事業に対する地元理解が得られており当該工区の早期完成が望まれている。また、地元六ヶ所村からは
当該工区の早期完成を要望されている。

a  ． b 

効 率 性

　隘路区間および防災点検要対策箇所が解消されることで、第2次緊急輸送道路として地震等の災害時において重要な
役割を担う。

（３）　費用対効果分析の要因変化 Ａ Ｂ Ｃ

区  分 主  な  項  目 当初計画時 再評価時 増　　減

費用項目
（Ｃ）

（１）事業費 680         百万円 1,807 百万円 1,127 百万円

（２）維持修繕費 120         百万円 192 百万円 72 百万円

（３） 百万円 百万円 0 百万円

0 百万円

（５） 百万円 百万円 0 百万円

（４） 百万円 百万円

百万円

便益項目
（Ｂ）

（１）走行時間短縮便益 983         百万円 1,119 百万円 136 百万円

総 費 用 800         百万円 1,999       百万円 1,199

△ 7 百万円

（３）交通事故減少便益 9           百万円 25 百万円 16 百万円

（２）走行費用短縮便益 68          百万円 61 百万円

238 百万円

（５）防災便益 833         百万円 928 百万円 95 百万円

（４）冬期便益 313         百万円 551 百万円

計画時との比較

【計画時との比較における要因変化】

a  ． b　縦断勾配を確保するため計画延長が400m延長したこと、堆雪幅を確保するため計画幅員を1.5m拡幅した
こと、軟弱地盤対策工を追加したことによる総事業費の増加に伴い、費用便益比は減少している。

百万円

Ｂ ／ Ｃ 2.76 1.34

費用対効果分析
（Ｂ／Ｃ）

【費用対効果分析手法】（分析手法、根拠マニュアル等）

a  ． b 費用便益分析マニュアル（平成30年2月　国土交通省道路局、都市局）
道路整備事業における県独自の費用便益分析実施要綱（令和2年3月　県土整備部道路課）

総 便 益 2,206       百万円 2,684       百万円 478

地 域 修 正 係 数（φ） 1.461       1.397       

修 正 総 便 益（Ｂ’） 3,223       百万円 3,750       百万円 527 百万円

Ｂ ’／ Ｃ 4.03 1.88
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・ ・

・ ・

（１）対応状況 ●配慮している ○配慮していない

（２）区　分

● 農林地等の緑地や植生の改変 ● 地形や地盤の改変 ○ 水系や水辺の改変

○ 海域の改変 ● 建設機械の稼働 ● 土砂等の搬出・搬入

● 廃棄物処理等 ● ○ 基礎や地下建造物の建設

○ 低層建築物の建設 ○ 高層建築物・大規模施設等の建設に係る環境配慮

○ 高架構造物の建設 ○ 海底・海中建造物の設置や建設

（３）特に配慮する対応内容

（３／３）

整理番号 R3－1

代 替 案

【代替案の検討状況】

a  ． b 

　代替案としては現道拡幅ルートが考えられるが、現道区間は人家連胆部であることから多額の補償費用
が見込まれるほか、線形不良・急勾配の解消には大規模な線形改良が必要となることから、経済性・施工
性・地域生活への影響を考慮した結果、現ルートが優れていると判断される。

（５）　評価に当たり特に考慮すべき点 Ａ Ｂ Ｃ

（４）　コスト縮減・代替案の検討状況 Ａ Ｂ Ｃ

コスト縮減

【コスト縮減の検討状況】

a  ． b 

　路盤材・舗装合材に再生材を使用し、経費の縮減を図っている。
　排水施設等の小規模構造物については、極力工場製品を使用し、工期の短縮及び経費の縮減を図ってい
る。

環境影響
への配慮

【開発事業等における環境配慮指針への対応】

a  ． b 

道路(車歩道),雨水排水路の設置

・低騒音並びに低排出ガス等自然環境へ配慮した建設機械の使用に努めている。
・土工バランスに配慮した設計とするとともに、沿道の自然景観資源に配慮し、張り芝等により緑化に努
めている。
・産業廃棄物は再資源化施設へ搬入し、リサイクルに努めている。

地域の立地特性

（地域指定）半島振興地域
（災害の記録）なし
（危険箇所情報）土石流危険渓流、急傾斜地危険箇所、雪崩危険箇所

住民ニーズの
把握状況

【住民ニーズの把握方法】 【住民ニーズ・意見】

a  ． b 

　六ヶ所村・六ヶ所村村議会から当該工区の早期
完成の要望書が出されている。

　当該工区は幅員狭小、急勾配、急カーブの隘路区
間となっていることから、地域の主要な生活道路と
なっている当該路線の通年を通じた走行安全性を確
保するため、早期のバイパス整備が求められてい
る。

休止

評価理由

　「事業の進捗状況」および「費用対効果分析の要因変化」の項目が「Ｂ」評価であるものの、今後の事業進捗にお
ける阻害要因はなく、Ｂ／Ｃも採択基準を満たしている。地元からも早期完成を望まれており、今後の事業進捗への
協力体制は整っている。また、当該路線は第2次緊急輸送道路に指定されており、災害時には住民の避難路へ物資の輸
送路として重要な役割を果たすことから、バイパス整備を推進し、早期に隘路区間を解消する必要があるため、対応
方針を「継続」とした。

備    考

４　公共事業再評価等審議委員会意見

３　対応方針（事業実施主体案）

総合評価 ● 継続 ○ 計画変更 ○ 中止 ○

委員会意見 ○ 対応方針（案）どおり ○ 対応方針（案）を修正すべき

委員会評価 ○ 継続 ○ 計画変更

評価理由

（委員会意見が「対応方針（案）を修正すべき」の場合に記載）

○ 中止 ○ 休止

附帯意見

（附帯意見がある場合に記載）
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令和３年度第１回青森県公共事業再評価等審議委員会（書面会議） 

事前質問に対する回答票 
 

質問者 南 委員（八戸工業高等専門学校 教授） 

番 号 R3-1 事 業 名 道路改築事業（県道改築事業） 

地区名等  東北横浜線 戸鎖（六ケ所村） 

（質問等） 

「2 評価指標及び項目別評価」、「(3)費用対効果分析の要因変化」(2/3)、「便益項目

（B）」の「(1)走行時間短縮便益」が136百万円増加となっている。400m延長して時間が長

くかかると予想されるが、1.5mの拡幅等で最高速度が上がる？等、どのような要因で便益

が増加となるのか。 

（回答：道路課） 

 走行時間短縮便益が増加した要因は、計画交通量が増加したことによります。 

 前回評価時は平成17年道路交通センサスの結果を使用し、計画交通量1,700台/日となっ

ておりましたが、今回の評価では平成27年道路交通センサスの結果を使用し、計画交通量

1,900台/日に増加しております。 

 また走行時間短縮便益は、整備前(現道)走行時間費用と整備後(バイパス)走行時間費用

の差から算出しますが、現道の走行速度は30km/h、走行時間は4.67分、バイパスの走行速

度は50km/h、走行時間は2.62分となっており、整備後のバイパスを車両が走行するごとに、

時間短縮幅2.05分に相当する便益が生じることとなります。 

 つきましては、計画交通量増加分の車両が整備後のバイパスを走行する算定結果となっ

ていることから、走行時間短縮便益が増加しております。 
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令和３年度第１回青森県公共事業再評価等審議委員会（書面会議） 

事前質問に対する回答票 
 

質問者 南 委員（八戸工業高等専門学校 教授） 

番 号 R3-3 事 業 名 河川事業（広域河川改修事業） 

地区名等  中村川（鰺ケ沢町） 

（質問等） 

「2 評価指数及び項目別評価」、「(1)事業の進捗状況」、「事業効果の発現状況」(1/3)

で、「近年の大雨においても浸水被害が～」との記述がある。平成27年4月以降の降雨状

況、例えば時間雨量、降り始めからの総降雨量等の記録はどうなっているか。浸水時の記

録のどの程度の降雨記録か。 

（回答：河川砂防課） 

過去に浸水実績のある洪水は昭和33年8月、昭和50年8月、昭和52年8月、平成2年9月があ

るが、近年洪水と同一の観測所が存在し、なおかつ過去の観測記録の中で最も雨量の大き

い昭和52年洪水を比較対象とした場合、昭和52年8月洪水における降り始めからの総降雨

量が186mmだったのに対し、平成27年4月以降における最大総降雨量は令和2年7月洪水の10

9.5mmであり、これは昭和52年8月洪水の58.9％（約6割）に相当します。 

 

年最大降水量 

生起年月日 

降り始めからの

総降雨量 

（mm） 

昭和 52 年 8 月洪水に

対する比率（％） 

昭和 52 年 8 月 186.0 100.0 

平成 27 年 11 月 84.5 45.4

平成 28 年 7 月 48.5 26.1

平成 29 年 8 月 68.5 36.8

平成 30 年 9 月 87.0 46.8

令和元年 8 月 60.5 32.5

令和 2 年 7 月 109.5 58.9

※鰺ヶ沢観測所（気象庁）データによる 

※観測期間：昭和51年3月～現在 
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令和３年度第１回青森県公共事業再評価等審議委員会（書面会議） 

事前質問に対する回答票 
 

質問者 南 委員（八戸工業高等専門学校 教授） 

番 号 R3-4 事 業 名 急傾斜地事業（急傾斜地崩壊対策事業） 

地区名等  川部区域（青森市） 

（質問等） 

「2 評価指数及び項目別評価」、「(3)費用対効果分析の要因変化(2/3)」、「便益項目

(B)」、「(1)人的被害」が、2,268百万円増加している。人家戸数等が２戸増、間接被害額

の追加が要因となっているが、約20億円増となる内訳はどのようなものか。（別添）の資

料p.1では人的被害2,454と数値の記載のみで内訳が不明である。 

（回答：河川砂防課） 

 

○人的被害額の詳細について 

人的被害額については、新規事業評価時は平成11年度の国のマニュアルに基づき、死

亡により失われる将来の所得（逸失利益（直接被害額））のみを評価していましたが、

再評価時は改訂されたマニュアルに基づき、逸失利益に加え、死亡による家族の悲しみ

や本人の苦痛などの精神的被害の評価額（精神的損害額（間接被害額））も計上するこ

ととなりました。 

 

  別紙に算出過程を記載しましたが、算定した人的被害額（精神的損害額）2,712百万円

などの間接被害額及び直接被害額（人的被害）を合計した額を現在価値化し、（別添）

の費用対効果分析説明資料にある人的被害2,454百万円を算出しています。 

 

 

  

○費用対効果分析便益（人的被害）比較

直接被害軽減効果
（人身被害抑止効果）

間接被害軽減効果
（精神的被害抑止効果）

合計
（百万円）

当初計画時（H24） 186 ― 186

再評価時（R3） 219 2,235 2,454
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【添付資料１】急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル（案）
【添付資料２】被害額算定内訳



○R3-4_川部区域急傾斜地事業 

＜抜粋＞急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル（案） 

令和3年1月 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 

 ※間接被害（精神的損害額）を計上できることに改定。 
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●川部区域（R3-4）  間接被害額算定内訳
○R3再評価時

○直接被害の年平均便益
降⾬確率 年平均発⽣確率 被害額 区間平均発⽣確率 区間平均被害額（百万円） 年平均被害額（百万円）
1/10年 0.1 702.4078354
1/50年 0.02 1,498.144269 0.08 1100.276052 88.02208419
年平均便益 2,200.552105 88.02208419

・直接被害軽減効果
直接被害軽減効果 ⼈家 道路 ⼈的被害 合計（百万円）
1/10年 687.101921 15.305914 － 702.407835
1/50年 1,192.345449 26.510820 279.288000 1,498.144269

○間接被害の年平均便益
降⾬確率 年平均発⽣確率 被害額 区間平均発⽣確率 区間平均被害額（百万円） 年平均被害額（百万円）
1/10年 0.1
1/50年 0.02 2,845.753434 0.08 1422.876717 113.8301374
年平均便益 2,845.753434 113.8301374

・間接被害軽減効果
間接被害軽減効果 応急対策（家計） 応急対策（⾃治体） ⼈的被害（精神的損害） 合計（百万円）
1/50年 105.866000 27.857434 2,712.000000 2,845.723434

○直接被害＋間接被害 （⼈的被害）
被害額 うち、⼈的被害額 年便益（B） ⼈的被害（現在価値化）
①＋②＝⑤ ③＋④＝⑥ ⑦ ⑥×（⑦／⑤）

被害額合計 5,046.305539 3,125.011434 3,962.791336 2,454.026642
内訳 ③ ③×（⑦／⑤）
 直接被害 279.288000 219.320859

④ ④×（⑦／⑤）
 間接被害 2,845.723434 2,234.705783

※年平均被害額を経過年数により現在価値化。

※当初計画時の便益項⽬（B）⼈的被害は、③ʼの直接被害軽減効果のみを現在価値化し 186百万円を算出。

○H24新規事業評価時 直接被害軽減効果（⼈的被害）
直接被害軽減効果 ⼈家 道路 ⼈的被害 合計（百万円）
1/10年 651.448711 14.918423 － 666.367134
1/50年 1,130.792470 25.839660 280.247000 1,436.879130

○直接被害 （⼈的被害）
被害額 うち、⼈的被害額 年便益（B） ⼈的被害（現在価値化）
⑤ʼ ③ʼ ＝⑥ʼ ⑦ʼ ⑥ʼ×（⑦ʼ／⑤ʼ）

被害額合計 2,103.246264 280.247000 1,394.467815 185.805832

①

②

③

④

年平均被害額（百万円）
直接被害額 割合 間接被害額 割合

R3-4 川部区域 201.85 88.02 44% 113.83 56%

番号 事業名

③’

・⼈⾝被害額（精神的損害）

⼈家（⼾）
堆積深さ
50㎝未満

堆積深さ
50㎝以上

全壊家屋数
（⼾）cb

死者数（⼈）
＝0.332＊cb+1.039

精神的損害額（千円/⼈）
＝226,000（固定値）

⼈的被害
（百万円）

44 9 35 31 12 226,000 2,712.000

23

添付資料2



令和３年度第１回青森県公共事業再評価等審議委員会（書面会議） 

事前質問に対する回答票 
 

質問者 南 委員（八戸工業高等専門学校 教授） 

番 号 R3-6 事 業 名 砂防事業（通常砂防事業） 

地区名等  小湯ノ沢川（外ヶ浜町） 

（質問等） 

（１）「第六次青森県環境計画」の(2/3:p.3)、「環境配慮指針」の２つめ、「造成などに

より、大規模～」はチェック不要に係らず、具体的な内容の欄には「地盤調査により、地

下水の保全に努める。」と記載されている。多分、記述欄が一つ、ずれているものと思わ

れる。 

（２）砂防堰堤には３種類（透過型、不透過＋管理型、不透過＋非管理型）のタイプが有

ったと思う。この砂防堰堤はどのタイプか。もし、管理型（発災後に土砂を取り除いて次

に備える）とするとその維持費はどの程度と見込まれるのか。 

（回答：河川砂防課） 

（１） 委員ご指摘のとおり、記載する欄を誤っておりましたので、別添のとおり修正しま

した。 

（２） 本事業で整備している堰堤のタイプは、1号堰堤は透過型、2号堰堤は部分透過型と

なっており、どちらのタイプも土石流発生後に土砂を取り除く管理型です。 

土石流発生後の撤去費用の見込額は以下のとおりです。 

 堰堤タイプ 管理の有無 撤去費用 

1号堰堤 透過型 管理型 約220万円 

2号堰堤 部分透過型 管理型 約2,100万円 

  ※除石費用は青森県砂防堰堤除石計画策定マニュアル(H28.3)を基に算出 

 

除石費用の根拠 

・除石費用 1,260千円/1,000m3（砂防堰堤除石計画策定マニュアル(H28.3)より） 

・1号堰堤捕捉量 1,752m3 

 1,752m3 / 1000 * 1,260千円 = 2,207千円 

・2号堰堤捕捉量 16,871m3 

 16,871m3 / 1000 * 1,260千円 = 21,257千円 
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【添付資料１】修正後の「環境配慮指針チェック表」
【添付資料２】青森県砂防堰堤除石計画策定マニュアル 抜粋



（1／3）

チェック欄 環　境　配　慮　指　針
具体的な

内容
１　土地・植生の改変（造成、敷地整備）段階での環境配慮

□ （１）農林地等の緑地や植生の改変に係る環境配慮

□ ・
植生の改変を最小限とし、施工後は積極的に復元を図
る。

□ ・ 施工にあたり、周辺の植生に十分配慮する。

□ ・
植生の改変を最小限とし、施工後は積極的に復元を図
る。

□ ・

□ ・
施工時期を考慮するとともに、植生の改変を最小限とす
る。

□ ・

□ ・ 施工にあたり、緑化資材は郷土種の選定に努める。

□ （２）地形や地盤の改変に係る環境配慮

□ ・
対策施設及び工事用道路の計画にあたり、地形改変の影
響範囲を最小限にする。

□ ・ 表土の再利用に努める。

□ ・ 表土の露出箇所は植生を図る。

□ ・
施工中の土砂流出対策を図り、表土崩落が懸念される箇
所においては植生にて対応する。

□ ・ 施工時期を考慮する。

□ ・

□ ・

□ ・

□ ・  地盤調査により、地下水の保全に努める。

□ ・ 地盤調査により、地下水の保全に努める。

□ ・
地下水汚染防止対策を図り、周辺環境への影響を最小限
にする。

□ ・
他工事からの搬入土砂は極力利用せず、現場内にて発生
する土砂を流用する。

□ （３）水系や水辺の改変に係る環境配慮

□ ・ 分水界、減流域の改変は避ける。

□ ・ 堰堤整備にあたり、護岸の設置は必要最小限にする。

□ ・ 堰堤整備にあたり、護岸の設置は必要最小限にする。

□ ・

□ ・

□ ・

□ ・

流通団地や工業団地、大規模ニュータウン等の大規模造成工事の実施に当たっては、小区画ごとに順次実施
し、造成地の安定と緑地や植栽の育成に努める。

間伐などによって発生した林地残材については、有効利用や計画地内緑地などにおける小動物の生息場所へ
の活用などに努める。

水辺の自然環境の分断防止に努め、連続性の確保と創出に配慮する。

第六次青森県環境計画

改変計画地内に生育する希少種や貴重種、巨樹・巨木林、自然植生、湿原、景観木・花木などを良好な環境
資源としてとらえ、その保全に努めるとともに、改変せざるを得ない場合には、改変区域外の生育適地に移
植するなど希少種等の保存に努める。

地域の水循環を保全するため、河道からの地下浸透機能や伏流水の確保及び保全に適切に配慮した護岸や河
床の整備に努める。

冬期や豪雨・長雨の時期には、表土保全や表土流出防止などの観点から、大規模な樹木の伐採や地表植物の
改変などをできるだけ避ける。

人工林の伐採に当たっては、水源かん養や表土保全、大気浄化などの多面的機能の維持・増進に配慮すると
ともに、生物の生息・生育環境の確保等の観点から特に必要な場所については落葉広葉樹林等の育成など、
混交林、複層林化に努める。

（土地の改変などの敷地整備や建築・建設段階）

（事業名　　小湯ノ沢事業間連携砂防等事業）

地形の改変に当たっては、自然地形を生かすように工夫し、できるだけ改変規模を低減するよう努めるとと
もに、地形が果たしてきた水資源保全、気候調節、景観形成などの役割に配慮し、それらに対する影響の低
減に努める。

表土の露出放置による土ぼこりなどの影響をできるだけ低減するよう努める。

開発事業等における環境配慮指針チェック表

表土の流出防止や土砂災害防止のため、雪解け時期や豪雨・長雨の時期における地形改変や表土の露出放置
などはできるだけ避ける。

埋蔵文化財包蔵地である場合は、その土地の保護・保全に配慮する。

野外レクリエーション施設の整備、農地や草地開発等の実施に当たっては、できるだけ自然地形を活用した
利用計画とし、地域の自然環境や自然景観の保全に配慮する。

残存緑地や樹木・樹林などの周縁の植生の保全と確保に配慮する。

農林地等の緑地や植生の改変に当たっては、緑地や植生が持つ水源かん養、表土保全、災害防止などの多面
的機能の保全に努めるとともに、適切な植栽や緑化などの代替措置に努める。

緑化資材は郷土種の選定に努めることとし、外来種の侵入を抑止する。（新規）

地盤や岩盤の掘削などを行う場合には、地下水脈の分断に十分配慮し、湧水や地下水の保全に努める。

地盤の掘削、軟弱地盤地での地盤安定化のための地下水の排水や地盤凝固剤の注入などを行う場合には、周
辺地域での地盤沈下や地下水汚染などの防止に配慮する。

造成などにより、大規模な法面や擁壁が生じないように十分配慮するとともに、多自然型工法などに努め
る。

地形の改変に当たっては、表土の一時貯留と保育、計画地内での公園や緑地などの植栽空間への活用など、
表土の保全と活用に努める。

地形の改変に伴う土砂流出による河川や湖沼、海等の水質汚濁の防止や適切な沈砂池や緑地などの緩衝地の
確保、地表面の露出放置の防止のための早期の植栽や緑化対策などに努める。

尾根筋などの分水界や源流域の改変はできるだけ避け、改変する場合でも、極力自然地形を生かすように配
慮する。

河道の変更や新水路の設置を行う場合には、下流での流況や自然環境への影響に配慮する。

盛土や土砂の埋立てを行う場合には、搬入する土砂の性状などに十分配慮し、有害物質などが含まれる土砂
等の使用を避けるとともに、周辺土壌や地下水の汚染防止に努める。

伏流水等の流動や自然排水など自然状態での水循環の保全や用水の確保等に努める。

道路等の整備に当たっては、トンネル化やオープンカットなどに伴う伏流水や地下水の流路の分断を防止し
保全に努める。

水辺の自然環境や緑地の保全、流水や落水の有する水質浄化機能などの保全及び向上に努める。
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（2／3）

チェック欄 環　境　配　慮　指　針
具体的な

内容

（事業名　　小湯ノ沢事業間連携砂防等事業）

□ ・

□ ・

□ ・ 堰堤整備にあたり、地域の景観に配慮する。

□ ・

□ ・

□ ・

□ ・

□ ・

□ （４）海域の改変に係る環境配慮

□ ・

□ ・

□ ・

□ ・

□ （５）建設機械の稼働に係る環境配慮

□ ・
低騒音、低振動、排ガス規制対策型の重機を使用し、周
辺環境に配慮する。

□ ・
低騒音、低振動、排ガス規制対策型の重機を使用し、周
辺環境に配慮する。

□ ・ 工事時期及び天候を考慮する。

□ （６）土砂等の搬出・搬入に係る環境配慮

□ ・
現場発生土は基本的に流用土として現場内で利用し、現
場外への搬出は最小限にする。

□ ・ 地域外への搬出は最小限にする。

□ ・ 地域外からの搬入は極力行わない。

□ （７）廃棄物処理等への配慮

□ ・ 再資源化施設へ搬入し、適正に処理する。

□ ・ 再資源化施設へ搬入し、適正に処理する。

２　建造物等の設置、建築・建設段階での環境配慮

□ （１）道路（車歩道）、雨水排水路の設置に係る環境配慮

□ ・

□ ・

□ ・

□ ・

□ ・

□ ・

□ ・

□ ・

重機による地形改変に当たっては、適切な散水などにより土ぼこりの発生防止に努める。

搬入する土砂などに含まれる土壌汚染物質の有無を確認するなど、改変地域及び周辺地域の土壌や地下水へ
の影響の防止に努める。

建築物等の解体に伴う建設廃材などはできるだけリサイクルに努め、リサイクルできない廃棄物は適正に処
理する。

高架道路などの整備に当たっては、日照障害や電波障害などの防止に努める。

地域の自然や河川環境に適した多自然川づくりなどにより、身近に自然とふれあえる場の確保に努めるとと
もに、橋梁などの設置に当たっては、地域の景観に配慮する。

ダムなどの大規模な水面を持った池や湖沼を造成する場合には、流量や水質、河川の水温や周辺気温の変
化、土砂の流出など、地域の自然環境への影響に配慮する。

低騒音・低振動型の建設機械の活用、稼働時期の平準化、遮音壁などの設置、野生動物の繁殖時期における
重機の使用抑制などに努める。

野生動物の繁殖地や生息地の移動空間の分断を避けるように配慮し、適切な生物移動空間の確保と創出に努
める。

道路などの整備に当たっては、高盛土や高架等による景観の分断や大規模法面の形成に配慮し、適切な緑化
などによる景観の保全に努める。

多様な湖岸環境の保全と創出、中洲や浮島などの造成により、水辺の自然環境の向上や水質浄化などに努め
る。

重機の使用に伴う排ガスや騒音・振動による周辺の生活環境や野生動物の生息環境に及ぼす影響を防止する
よう努める。

埋立てや干拓、堤防の設置やしゅんせつなどによる土砂や底質の自然環境へ流出、潮流の変化による沿岸の
侵食や堆積作用の変化など、海象条件の変化による海域生態系や水質への影響の防止に努める。

大規模施設などの建築に当たっては、水辺からの景観に十分配慮した建築物の配置やデザインなどの工夫に
努める。

海岸線の変更、防波堤や消波ブロックなどを設置に当たっては、海岸景観の保全と周辺の地域景観との調和
に配慮する。

埋立てなどの水面開発や養殖施設の設置などを行う場合は、水質汚濁の防止に配慮し、地域の良好な水辺景
観の保全に配慮する。

海岸などの護岸整備を行う場合は、沿岸域の自然環境の分断防止に努め、多自然型工法等の活用により自然
の連続性や親水性の確保に努める。

海岸や海域環境の変更に伴う潮流の変化など海象条件の変化による海域生態系への影響防止に努める。

水位の変動に伴う湖岸の侵食、表土の露出など、生態系や自然景観への影響に配慮する。

堰や堤防、落差工などの設置により河川流路を遮断する場合は、魚類などの水生生物の遡上や移動を妨げな
いよう魚道の設置などに努める。

瀬や淵、落水、河川敷など、多様な河川環境を持つ水環境の再生や創出に努め、魚類などの水生生物の生
息・生育環境の保全と創造に努める。

土地の改変に当たっては、土砂の地域外への搬出入の抑制に努める。

地形改変等に伴って発生する抜根などは適正に処理する。

側溝や排水路に落ちた野生動物がはい上がれるような側壁の工夫に努める。

道路などの整備に当たっては、沿道における景観資源や眺望地点、水辺や海浜等への進入空間の確保に努め
るとともに、電線類の地中化や適切な緑化など良好な景観の形成に努める。

道路などの整備に当たっては、夜間等における光害の防止、照り返しなどの防止に配慮した街路樹の設置や
沿道の樹木、緑地の保全などに努める。

表土や植物を他地域へ搬出する場合は、搬入地での生態系への影響に十分配慮する。

野生動物のれき死の防止のため、その横断環境の創出などに努める。

道路等の整備に当たっては、大気汚染物質が滞留しやすい地域などにおける自動車の通過や交通渋滞などに
伴う排ガスによる営業の防止と、緩和や浄化のための緑地帯の確保に努める。
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（3／3）

チェック欄 環　境　配　慮　指　針
具体的な

内容

（事業名　　小湯ノ沢事業間連携砂防等事業）

□ （２）基礎や地下建造物の建設に係る環境配慮

□ ・ ライフラインの埋設状況を確認し、事故防止に努める。

□ ・

□ ・

□ ・

□ （３）低層建築物の建設に係る環境配慮

□ ・

□ ・

□ ・

□ ・

□ ・

□ ・

□ （４）高層建築物・大規模施設等の建設に係る環境配慮

□ ・

□ ・

□ ・

□ ・

□ ・

□ ・

□ ・

□ ・

□ （５）高架構造物の建設に係る環境配慮

□ ・

□ ・

□ （６）海底・海中建造物の設置や建設に係る環境配慮

□ ・

□ ・
海底地盤が軟弱な場所での荷重が大きい建造物の設置や土砂の埋立て等に当たっては、地盤沈下などによる
影響について配慮する。

ライフラインを地下に埋設する場合は、地盤の振動や沈下、液状化等に伴うラインの分断の未然防止に努め
る。

主要道路等の沿線で建築物を建設する場合は、眺望景観の確保に努める。

地域の景観を形成する環境資源が計画地内や計画地に隣接して分布する場合は、施設や建築物の配置、建物
のデザイン等の工夫し、周辺地からの眺望の確保、建造物等による視覚的遮へい防止に努める。

高層建築物の建設に伴い確保されるオープンスペース等については、周辺地域と一体となった自然環境の保
全と緑化などに努め、緑地の地域住民への開放や地域の自然環境の向上に配慮する。

主要道路等の沿線での大規模な建造物の建設による眺望景観の遮へい防止に努める。

地域の景観を形成する自然環境資源が計画地内や計画地に隣接している場合、周辺地からの眺望の確保に努
め、建造物などによる視覚的遮へい防止に配慮するとともに、文化財などの歴史的・文化的資源からの眺望
景観の保全に配慮する。

地下水かん養域での建設に当たっては、建造物や舗装等による地表面の雨水等の不浸透域化に十分配慮し、
建築物周辺での適切な雨水の地下浸透緑地の確保に努める。

送電線や鉄塔などの高架構造物を建設する場合は、地域の地盤・気象などの自然環境や景観について十分な
調査を行い、自然環境の保全や災害防止に十分配慮したルートの選定に努めるとともに、周辺地域における
日照障害や電波障害などの防止に努める。

高層建築物や大規模施設などの建設に伴って発生する、いわゆるビル風の防止や地域の良好な風道などの保
全に努める。

地盤が軟弱な場所では、盛土や建築物の荷重などによる地盤沈下への影響について十分配慮する。

基礎や地下建造物の建設等に当たっては、計画地及び周辺の地盤条件を十分に調査し、水道、電気、ガス等
のライフラインの損壊の未然防止に努める。

高層建築物等の建設に伴う日照障害や電波障害などの防止に努める。

計画地内や周辺地の緑地保全や緑化、食餌植物の植栽などに配慮し、生物の生息・生育や移動環境の確保、
誘導など、野鳥や昆虫などの身近な生物とのふれあいの場の確保と創出に努める。

地下空間の建設やその利用に当たっては、浸水や地盤の陥没などの防止、避難経路の確保などに努める。

地盤が軟弱な場所では、盛土や建築物の荷重などによる地盤沈下への影響について十分配慮する。

橋梁などを建設する場合は、周辺の景観に配慮するとともに、基礎の設置等に伴う水辺環境や自然環境の保
全に努める。

海底や海中建造物の建設に当たっては、海流等への影響、底質のかくはんなどによる水質汚濁や海洋生態系
への影響に十分配慮し、海域環境の保全に努める。

建築物周辺において、まとまりがあり、連続した緑地の確保など、敷地の緑化や屋上緑化などに配慮し、野
鳥や昆虫など身近な野生生物の生息・生育や移動環境の創出に配慮する。

都市部において、高密度な低層建築物を建設する場合は、建造物やアスファルト舗装、表土の転圧等による
地表面の不浸透域化の防止や地下浸透対策など地下水の涵養機能の維持や向上に配慮する。

宅地開発など低層建築物群を建設する場合は、宅地内や住宅間にまとまりのある連続した緑地の創出などに
より、快適な居住環境の確保に努める。

大規模な基礎や地下空間利用などの地下建造物の建設に当たっては、地下帯水層の分断や地下水排水などに
よる周辺地域の地下水位の低下の防止に努める。
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令和３年度第１回青森県公共事業再評価等審議委員会（書面会議） 

事前質問に対する回答票 
 

質問者 樺 委員（青森公立大学 経営経済学部 教授） 

番 号 R3-2 事 業 名 道路改築事業（県道改築事業） 

地区名等  青森五所川原線飯詰（五所川原市） 

（質問等） 

「２（３）費用対効果分析の要因変化」の「再々評価時」という表現は「再評価時（２

回目）」とした方がわかりやすいと思う。 

「１ 事業概要」の終了予定年度の「…〈再々評価時 平成35年度〉」も同様である。

（回答：企画調整課） 

 

  御指摘いただいたとおり、次回以降の調書作成に当たっては、再評価時期をわかりや

すい表現に改善いたします。 
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令和３年度第１回青森県公共事業再評価等審議委員会（書面会議） 

事前質問に対する回答票 
 

質問者 樺 委員（青森公立大学 経営経済学部 教授） 

番 号 R3-7 事 業 名 街路事業（道路改築事業） 

地区名等  ３・５・４号堤町通り浜田線（奥野）（青森市） 

（質問等） 

当初計画時と再評価時の地域修正係数の変化の要因について教えてほしい（実施要綱

P.10に４生活圏ごとの地域修正係数、同P.15に地域修正係数の算出方法が掲載されている

が、算出方法のもととなる物価水準、家賃・地代水準が分からないので、なぜ地域修正係

数が当初計画時より再評価時より小さくなっているか判別できない）。 

（回答：都市計画課） 

 

  当初計画時と再評価時に用いた地域修正係数の算出根拠となる各指標は、以下の 

とおりです。 

評価時点 当初計画時（前回） 再評価時（今回） 

地域修正係数 1.429 

（県要綱：H22改訂版） 

1.404 

（県要綱：R2改訂版） 

根拠となる指標 青森地方 

生活圏(j) 

東京都 

(i:基準地)

青森地方 

生活圏(j) 

東京都 

(i:基準地) 

物価水準(P) 93.1 100 96.3 100

家賃･地代水準(R) 34,973円 103,306円 23,370円 82,474円

所得水準(Y) 2,815,876円 4,419,000円 2,720,146円 4,161,672円

家賃･地代支出の割合 0.191 0.176 

パラメータε 0.5 

 ※各値は、総務省が実施及び公表している各種統計や調査の結果から引用。 

 

 地域修正係数が変化(減少)した主な要因としては、物価水準及び所得水準について、

基準地である東京都との格差が小さくなったことによるものと考えられます。   
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令和３年度第１回青森県公共事業再評価等審議委員会（書面会議） 

事前質問に対する回答票 
 

質問者 高松 委員（北里大学獣医学部 講師） 

番 号 R3-4 事 業 名 急傾斜地事業（急傾斜地崩壊対策事業） 

地区名等  川部区域（青森市） 

（質問等） 

事業の進捗状況で、「市の財政状況により事業期間が延長されたが、年次計画の通り 

令和7年度に事業を完了できる」とは、計画時が平成33年でそれが令和7年になったと 

いう意味なのか。 

費用対効果分析の計画時との比較で間接被害額の増加により人的被害の項目が大幅に

増加しているが、その詳細を説明資料に掲載していただきたい。直接被害と間接被害の割

合も知りたい。 

（R3-5，R3-6も同様） 

（回答：河川砂防課） 

○事業の進捗状況について 

  その通りです。変更した令和7年度までの工期で、事業を完了する見込みです。 

 

○人的被害額の詳細について 

人的被害額については、当初評価時は平成11年度の国のマニュアルに基づき、死亡に

より失われる将来の所得（逸失利益（直接被害額））のみを評価していましたが、再評

価時は改訂された国のマニュアルに基づき、逸失利益に加え、死亡による家族の悲しみ

や本人の苦痛などの精神的被害の評価額（精神的損害額（間接被害額））も計上するこ

ととなりました。 

 

○直接被害と間接被害の割合 

  各事業の年平均被害額（年平均便益）に対する直接被害と間接被害の割合は以下のと

おりです。 

番号 事業名 
年平均被害額（百万円）     

  直接被害額 割合 間接被害額 割合

R3-4 川部区域 201.85 88.02 44% 113.83 56%

R3-5 桜田 1 号区域 45.86 17.77 39% 28.09 61%

R3-6 小湯ノ沢川 74.47 39.55 53% 34.92 47%
 

 

32

【別添資料】急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル（案）



○R3-4_川部区域急傾斜地事業 

＜抜粋＞急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル（案） 

令和3年1月 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 

 ※間接被害（精神的損害額）を計上できることに改定。 
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